令和　　年　　月　　日
鳥居本町景観まちづくり協議会　事前協議申請書

鳥居本町景観まちづくり協議会御中
申請者の住所

申請者の氏名	
		　　
京都市市街地景観整備条例に基づく地域景観づくり協議会地区内における建築等に関して、事前協議を申請します。
	建築主
（事業主）
	住所（法人の場合、主たる事務所の所在地）



	
	氏名（法人の場合、名称及び代表者名）



	
	連絡先
℡                           email
（担当者　　　　　　　　　　　　　）

	土地所有者
	住所（法人の場合、主たる事務所の所在地）



	
	氏名（法人の場合、名称及び代表者名）



	
	連絡先
℡                           email
（担当者　　　　　　　　　　　　　）

	建物所有者

	住所（法人の場合、主たる事務所の所在地）



	
	氏名　（法人の場合、主たる事務所の所在地）



	
	連絡先
℡                           email
（担当者　　　　　　　　　　　　　）

	設計者
	住所（法人の場合、主たる事務所の所在地）



	
	氏名（法人の場合、名称及び代表者名）



	
	連絡先
℡                           email
（担当者　　　　　　　　　　　　　）

	施工業者
	住所（法人の場合、主たる事務所の所在地）

	
	氏名（法人の場合、名称及び代表者名）

	
	連絡先
℡                           email
（担当者　　　　　　　　　　　　　）

	対象物件の
地名地番
	

	店舗及び
業種等
	店舗名：
業　種：

	行為の種類
	□新築　 □増築　 □色彩その他の意匠変更　
□宅地の造成　　　□土地の開墾その他の土地の形質変更
□新規事業の開始　□その他（　　　　　　　　　　　）

	敷地面積
	　　　　　
	㎡

	計画概要
	□建築物　　□工作物
	□土地の造成・土地の開墾その他

	
	用途
	
	区画数
	
	区画

	
	建築面積
	
	㎡
	区画面積
	
	㎡

	
	延べ面積
	
	㎡
	
	

	
	高さ
	
	ｍ
	
	

	施工期間
	　　年　　月　　日〜　　年　　　月　　　日　　□未定



◆各種法令の遵守について
	□　本事業において、各種法令による基準を順守します。
　　　（都市計画法、建築基準法、京都市風致保全地区条例、京都市屋外広告物等に関する条例　等）



※当地域では、まちづくり計画書の６.景観配慮事項､7.協議会の取り組み（2）を事前協議の対象とします。京都市の許可等を必要としない行為であっても、事前協議をお願いします。なお、小規模な改変等は、事前協議が不要な場合がありますので、協議会に早めにご相談ください。 
※申請の際、事前協議で必要な以下の書類についてご提出ください。 
(1)　「鳥居本景観まちづくり計画書」（６. 景観配慮事項）に関して、配慮した内容を説明した資料
(2)　建築物その他の工作物の新築、改築、増築、その他色彩その他の意匠の変更の場合は、付近見取図、配置図、外構計画図、立面図、外観パース、その他建築計画や緑化計画の内容が分かる資料
(3)　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更等の場合は、付近見取図、造成計画平面図、構造図、その他計画の内容が分かる資料
(4)　新たに営業を行う場合や業種・業態の変更を行う場合は、付近見取図、屋外広告の内容が分かる資料、その他計画の内容が分かる資料
(5)　(2)～(4)以外の場合は、付近見取図に加え、計画内容が分かる資料
※建築物内部の間取りなど、個人情報について記載がある図面については、あらかじめその部分を黒塗りにするなどの調整をお願いいたします。
